
入門的研修の概要

介護に関する基礎講座として、介護に関する基
礎知識（1.5時間）と介護の基本（１.5時間）の
みを実施

実施例①：１日で実施する場合

実施例②：３日程度で実施する場合

実施例③：６日程度で実施する場合

日数 項目 時間

１日目
・介護に関する基礎知識
・介護の基本
・認知症の理解

1.5時間
1.5時間
4時間

２日目 ・基本的な介護の方法 7時間

３日目
・基本的な介護の方法
・障害の理解
・介護における安全確保

3時間
2時間
2時間

合計 21時間

日数 項目 時間

１日目
・介護に関する基礎知識
・介護の基本

1.5時間
1.5時間

２日目 ・基本的な介護の方法 3時間

３日目 ・基本的な介護の方法 3時間

４日目 ・基本的な介護の方法 4時間

５日目 ・認知症の理解 4時間

６日目
・障害の理解
・介護における安全確保

2時間
2時間

合計 21時間

１日３～４時間で研修を実施

１日７時間で研修を実施

介護に関心を持つ介護未経験者に対して、
介護の業務に携わる上での不安を払拭する
ため、基本的な知識を研修することにより、
介護分野への参入を促進する。

入門的研修の実施主体は、都道府県及び市
区町村。（民間団体への委託も可）
実施主体は、研修修了者に対して、修了証

明書を発行する。

目 的 実施主体



入門的研修と各種研修等との関係

介護福祉士

実務者研修
（４５０時間）

介護職員初任者研修
（１３０時間）

生活援助従事者研修
（５９時間）

制度的に位置付けられた研修等

入門的研修
1日（３時間）や１週間（２１時間）

※「介護に関する入門的研修の実施について（平成30年3月
30日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）」

訪問系サービス 通所・居住・施設系
サービス

訪問介護
（身体介護中心型）

夜間対応型訪問介護

定期巡回随時対応型
訪問介護・看護

訪問介護
（生活援助中心型）

通所介護

短期入所生活介護

認知症対応型共同
生活介護

小規模多機能型
居宅介護

特養

老健
等

入門的研修を受講しても訪問介護員として
従事することはできない

受講者は通所・居住・
施設系サービスの介護
職員として従事可能

生活援助中心型のみ

訪問介護員として
従事可

無資格者
無資格者も通所・居住・施設系サービス

の介護職員として従事可能無資格者は訪問介護員として従事することはできない
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